
いじめ問題解決
支援外部専門家
チームの派遣

嘱託弁護士に
よる法律相談
（訴訟、審理）
※道立学校のみ

学校における法務相談体制の構築イメージ

スクールロイヤーによる法務相談
（初動対応等に関する法的アドバイス）

学識経験者
医師、弁護士等

①法務相談 ①法務相談

②対応助言 ②対応助言

重
大
な
い
じ
め
問
題
等
へ
の
対
応

事案の転送
（必要に応じて）

訴
訟
等
が
想
定
さ
れ
る
場
合

高度な法的専門性が必要となる困難な事案に対応するため、スクールロイヤー制度を整備し、
副校長・教頭をはじめとする教職員の業務負担の軽減を図り、もって公立学校の学校運営を支援
する。

市町村立学校 道立学校
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➍担当
ＳＬ通知

➍担当
ＳＬ通知

学校における法務相談体制の手続き・流れ

市町村立学校
（札幌市を除く）

道立学校

市町村教育委員会
（札幌市を除く）

教育局

教育庁本庁

❶活用申請（写し提出）

➌担当ＳＬ調整
・担当ＳＬ決定

➌担当ＳＬ調整
・担当ＳＬ決定

➍担当ＳＬ
通知

➐報酬支払

札幌弁護士会
・空知（一部地域を除く）
・石狩、後志（一部地域を除く）
・胆振、日髙

函館弁護士会
・後志（寿都・黒松内・島牧）
・渡島、檜山

旭川弁護士会
・空知（深川、妹背牛、雨竜、

北竜、秩父別、沼田）
・上川、留萌、宗谷
・オホーツク
（紋別、滝上、興部、西興部、雄武）

釧路弁護士会
・オホーツク（一部地域を除く）
・十勝、釧路、根室

❶活用申請（写し提出）

❶活用申請
➏実施報告

❶活用申請（写し提出）

➋内容確認
・支援要請

➏実施報告

➋内容確認・支援要請

➏実施報告

➍担当ＳＬ通知

スクールロイヤー（ＳＬ）

➋内容確認
・支援要請

➏実施報告
❶活用申請
➏実施報告

➍担当ＳＬ通知

➎法務相談
（電話・メール、
Web会議、面談）

➎法務相談
（電話・メール、
Web会議、面談）

事案発生

調整中

事案発生



事   務   連   絡  

令和３年(2021 年)10 月 27 日  

  

 

各 教 育 局 企 画 総 務 課 長  

 各 道 立 学 校 副 校 長 ・ 教 頭  様 

 札幌市を除く各市町村教育委員会次・課長  

 （札幌市を除く各市町村立学校教頭） 

 

 

北海道教育庁教職員局教職員課課長補佐（働き方改革）  

 

 

   学校における法務相談支援事業に係る相談事例の送付について 

標記事業については、令和３年(2021 年)９月 13 日付け教職第１４１７号通知により事業を開

始しているところですが、事業開始以降に法務相談のありました実際の相談事例を別紙のとおりお

知らせしますので、参考にしてください。 

各学校において、対応が難しい事案が生じた場合には、法律的な観点からスクールロイヤー（弁

護士）の助言を受けることができる制度となっております。申請すべき事案か判断に迷う場合など

も含めて、お気軽に問合せくださるようお願いします。 

 

  

 

            担 当：働き方改革係 坪野  

         T E L：011-206-6804 

        E-mail：tsubono.masakazu@pref.hokkaido.lg.jp 
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R3.10.27現在 

「学校における法務相談支援事業」相談事例 

 

項目 事例 論点 スクールロイヤー(弁護士)からの助言 

学校事故 ほとんど連絡の取れない保護者がお
り、さらに健康保険未加入のため、生
徒に救急車を呼ぶ必要があるような重
大な事故が発生し、学校の判断で呼ん
だ場合、後に医療費の支払いを拒否さ
れる懸念があるなど緊急時の対応に不
安を感じている。 

救急車を呼ぶなどの緊急対応
の前に保護者の同意を得る必
要があるのか。 
 

学校側の懸念を伝え、理解を求め、連絡が取れるようにお願いする。
必要であれば、連絡が取れない場合に、学校の判断で行ったことに対
して異議を申し立てない旨を一筆もらう方法もある。救急車について
は、学校側が「緊急性あり」と判断した場合、ためらうことなく、速
やかに呼んでください。呼ばないことにより、重大な事象が生じた場
合、学校・教育委員会に損害賠償責任が発生する。そのリスクの方が
大きい。 

学校諸費① 学校諸費を滞納する保護者に対し
て、電話連絡、家庭訪問を繰り返し行
うなどの対応をしているが、苦慮して
いる。 

学校諸費の法律的な位置づけ 
及び滞納者への対処方法 

学校諸費については、法律的には議論もあるところではあるが、
「学校長」と「保護者」との契約に基づき、生徒が学校生活を送るう
えでの経費を支払うものとされている。滞納が続く状況であれば、強
く督促を求めるなど法律的な手続きをとることも可能であるが、現実
的には、お願いベースで支払いを促すことを粘り強く続けることにな
ろうかと思う。 

学校諸費② 
 

ＰＴＡ会費の繰越金の使途につい
て、新年度の経費に充当する旨を総会
で議決済であるが、保護者への配分要
求及びコロナ禍により書面決議とした
ことに対する繰り返しのクレームに苦
慮している。 

 

ＰＴＡ予算の決定に手続き上
の瑕疵があったのか。 

ＰＴＡ役員会、総会においても、保護者へ配分するという議題は上
がってはおらず、かつ協議がされていない状況である。配分するのは、
難しいという回答で良い。手続上の瑕疵はなく、学校側の対応には全
く問題はない。書面決議としたことについては、コロナ禍という特段
の事情があり、許容されるものである。今後のために、会則に「感染
症などにより総会を開くことができない場合は書面決議による」と盛
り込んでおけば安心できる。 

過剰な 
クレーム 

保護者からの執拗なクレーム、暴言、
数時間にも及ぶ時間外の電話等の事案
が複数発生している。対応する教職員
のメンタルも疲弊している。 

長時間、保護者の対応をしな
ければならないのか。 

 執拗な長時間にも及ぶクレームについては、法律的には「業務妨害」
に該当しうるものであり、必要以上の対応は不要である。引き続くク
レームについては、学校の対応記録を残しておくことが後々、重要な
証拠となる。対応困難な個別の事案があれば、積極的に法務相談して
いただきたい。 

 



学校の働き方改革を踏まえた部活動改革 概要

持続可能な部活動と教師の負担軽減の両方を実現できる改革が必要

部活動は必ずしも教師が担う必要のない業務であることを踏まえ、部活動改革の第一歩として、休日に
教科指導を行わないことと同様に、休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構築
部活動の指導を希望する教師は、引き続き休日に指導を行うことができる仕組みを構築
生徒の活動機会を確保するため、休日における地域のスポーツ・文化活動を実施できる環境を整備

改革の方向性

※ 以上の取組は、主として中学校を対象とし、高等学校においても同様の考え方を基に取組を実施。
※ 私立学校は、以上に示した公立学校の取組を参考に、教師の負担軽減を考慮した適切な指導体制の構築に取り組むことが望ましい。

具体的な方策
Ⅰ．休日の部活動の段階的な地域移行（令和5年度以降、段階的に実施）

Ⅱ．合理的で効率的な部活動の推進

休日の指導や大会への引率を担う地域人材の確保
（育成・マッチングまでの民間人材の活用の仕組みの構築、兼職兼業の仕組みの活用）
保護者による費用負担、地方自治体による減免措置等と国による支援
拠点校（地域）における実践研究の推進とその成果の全国展開

地域の実情を踏まえ、都市・過疎地域における他校との合同部活動の推進
地理的制約を越えて、生徒・指導者間のコミュニケーションが可能となるＩＣＴ活用の推進
主に地方大会の在り方の整理（実態の把握、参加する大会の精選、大会参加資格の弾力化等）

部活動は、教科学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会や、多様な生徒が活躍できる場である。
一方、これまで部活動は教師による献身的な勤務の下で成り立ってきたが、休日を含め、長時間勤務の要因であることや、
指導経験のない教師にとって多大な負担であるとともに、生徒にとっては望ましい指導を受けられない場合が生じる。
中教審答申や給特法の国会審議において「部活動を学校単位から地域単位の取組とする」旨が指摘されている。

部活動の意義と課題
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学校の働き方改革を踏まえた部活動改革のスケジュール
2020（R2） 2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6）～

国

都道府県
・

市町村

学校体育団体・
競技団体・
文化芸術団体

学校の働き方
改革関連

地域スポーツ・文化環境の整備の推進地域スポーツ・文化環境の整備の推進

部活動指導員の配置支援部活動指導員の配置支援

地方大会の在り方の整理地方大会の在り方の整理地方大会の実態把握地方大会の実態把握

部動改革の全国展開
休日の部活の段階的な地域移行

国による支援方策の検討

部動改革の全国展開
休日の部活の段階的な地域移行

国による支援方策の検討

教師の兼職兼業に関する
整理
教師の兼職兼業に関する
整理

地域スポーツ・文化環境の整備の推進地域スポーツ・文化環境の整備の推進

超勤上限指針の策定・運用超勤上限指針の策定・運用

調査結果を踏まえた給特法改正の
検討
調査結果を踏まえた給特法改正の
検討

教員勤務実態
調査
教員勤務実態
調査

生徒にとって望ましい合理的な地方
大会の推進
生徒にとって望ましい合理的な地方
大会の推進

一
部
施
行

給
特
法

一
部
施
行

給
特
法

教師の兼職兼業による地域部活動への参画教師の兼職兼業による地域部活動への参画

活動時間の適正化の推進活動時間の適正化の推進

施
行

給
特
法
施
行

給
特
法

部活動改革の全国展開
休日の部活動の段階的な地域移行

休日の部活動の指導を望まない教師が

部活動に従事しない環境の構築

部活動改革の全国展開
休日の部活動の段階的な地域移行

休日の部活動の指導を望まない教師が

部活動に従事しない環境の構築

地域部活動・合同部活動を推進するための実践研究の実施
(保護者の費用負担、自治体の減免措置等、国による支援方策の検討を含む)

地域部活動・合同部活動を推進するための実践研究の実施
(保護者の費用負担、自治体の減免措置等、国による支援方策の検討を含む)



401520
テキストボックス
資料3－2





   

1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

2 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
10  

 



   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


